
Art 卓球場 利用規約 
 
１. ご利用場の注意事項 
 

・皆さんが楽しく利⽤できるようご協⼒をお願いいたします。 
・路上駐⾞は近隣の⽅々のご迷惑になる為、パーキングをご利⽤ください。 
・当卓球場管理者の了承を得ず、事務所への⽴ち⼊りはご遠慮ください。 
・卓球場内は⽕気厳禁です。また喫煙所を設けていない為、喫煙される⽅は近隣の喫煙所を

使⽤してください。 
・場内は⼟⾜禁⽌となっておりますが、シューズの貸し出しはありません。室内⽤シューズ

を持参ください。また床を痛める素材が靴底に使われている場合ご利⽤をお断りさせて
いただきます。 

・お⼦様の送迎は保護者の責任でお願いいたします。 
・保護者はお迎えの際にご来場ください。 
・場内が狭い為レッスンを⾒学することはできません（体験のみ⾒学可能） 
・駐⾞場、⼊⼝、公園で近隣の⽅の迷惑になる⾏為はご遠慮ください。 
・レッスンが終了した場合はすみやかにご退場お願いします。 
・トイレご使⽤の際はシューズを履いたまま、備え付けのスリッパをご使⽤ください。 
・当卓球場は夜間での防犯上カメラを設置しております。 
・場内での撮影は構いませんが第三者が写る場合は承諾を取っていただくようにお願いい

たします。 
 卓球場の⽣徒の許可なく SNS にアップロードすることはご遠慮ください。 
・スタッフ撮影による写真は HP、SNS 広告などに掲載させて頂くことがございます。 
 掲載する場合は予め、ご相談させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
２. 免責、損害賠償等 
・場内・駐⾞場への持ち込み品、貴重品の盗難・紛失・破損、またご利⽤者の損害・事故に

関しまして当卓球場は⼀切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 
・当卓球場の利⽤に伴い、利⽤者が施設、付属設備、備品などを破損した場合には損害賠償

請求をさせて頂きます。 
・当卓球場の責に帰すべき事由により利⽤者が損害を被り、利⽤者が当卓球場に対しその損

害を請求した場合は当卓球場が受領した「使⽤料⾦」の範囲内において賠償するものとい
たします。ただし利⽤者の機会損失などの利益に関しまして当卓球場はその損害の責を
負いません。 

・本利⽤規定、利⽤料⾦、設備、備品などは今後予告なく改定することがございます。 
・その他、本利⽤規約に違反して当卓球場が損害を被った場合には、その損害については賠

償請求いたします。 
 
３. ジュニアチーム ArtTTC   
・中学⽣以下のチームです。 
・⼤会に参加する場合ゼッケン登録が必要となります。 
年度で更新されるので試合に出たい⽅はコーチにお伝えください。 

（JTTA登録費、ゼッケン代、プリント費 約２,000 円） 
・兵庫県⼤会や公式戦に参加する場合はユニフォームを購⼊していただきます。 
（ニッタク製特注ウェア） 

・中学⽣はニッタク既製品または Tシャツユニフォームを購⼊していただきます。 
 
４. アスリートコースについて 
・⽬標は全国制覇、⽬的は⼈間形成です。 
・粘り強く諦めない⼼を育てます。 
・⽬安となる⽉間の練習時間は 100 時間程度です。 
練習時間は保護者の⽅がお⼦様と話し合って調整してください。 

・卓球だけではなく⼈間として尊敬される選⼿を輩出します。 
・遠征に参加する場合はニッタク製特注チームジャージを揃えていただきます。 
・選⼿、保護者、コーチで定期的に⾯談を⾏います。 

相談事があれば早めに連絡してください。 
 
 
 
 



５. ArtTTC退会、除名 
チームの退会、除名、解任は、次の規定による。 
・保護者からコーチに退会することを伝えてください。 

退会する場合、話し合いの場は設けません。 
⽉の途中で退会する場合、返⾦しません。 

・理由なく会費の納⼊が３カ⽉以上未納となった選⼿は退会とします。 
・理由なく無届けで 1カ⽉以上休んだ選⼿は、退会したものとみなします。 
・選⼿・保護者の⾏動が著しくチームの名誉を傷つけた場合や、選⼿・保護者が他の会員に
⾮協調的⾏動をとった場合は代表が除名することができる。 

・過去にアスリートコースだった選⼿が他クラブへ移籍した場合、⼀切の出戻りは認めませ
ん。 

 
 
６. 大会、遠征について 
・伊丹市内の⼤会は⽉８回コースから参加可能。 
・兵庫県内の⼤会は⽉１２回コースから参加可能。 
・遠征メンバーはリーグ戦や練習態度を鑑みてコーチが選抜します。 
 
・兵庫県内での試合の帯同費 
コーチ⽇当５千円（⼈）＋交通費 
５名以下の場合 参加⼈数で均等割 
５名以上の場合 1 ⼈１千円 

・宿泊を伴う試合、遠征 
 コーチ⽇当５千円（⼈）＋交通費＋ホテル代 
 
 
 
 
本規約は 2022 年 1⽉ 1⽇に施⾏するものとする。 
【改定】 
本規約は 2024 年 1⽉ 1⽇改定、同⽇に施⾏するものとする。 
  


